
簡易専用水道の衛生管理 

 

  毎年１回、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた 

検査機関による検査を受検する義務があります。  
 

 

 

 

 

 

 

 

中高層のビルやマンション等の共同住宅、学校、病院などの建物において、安定して水を

供給するため、「受水槽」に一旦貯水し、屋上等に設置した「高置水槽」に揚水して各階へ供

給するしくみが取られています。 

受水槽※１をもつ水道のうち、受水槽の有効容量※２が１０㎥を超えるものは、水道法で「簡

易専用水道」とよばれ、設置者が衛生的に管理することが義務付けられています。 

このパンフレットは、その衛生的な管理についてまとめたものです。 

 

  八王子市保健所 

令和 7年（2025年）6月 1日改訂 

届  出 簡易専用水道の給水を開始したときは保健所へ届出を行うこと。 

簡易専用水道の変更又は廃止したときは保健所へ届出を行うこと。 

（※東京都水道局へ届出を行った場合を除く） 

管  理 管理基準に従い管理すること。 

① 水槽の定期清掃（年 1回以上） 

② 施設の点検と清潔保持 

③ 異常時の水質検査 

④ 汚染事故時の給水停止 

法定検査 毎年 1 回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関

による管理状況についての検査を定期的に受け、結果を保健所に報告

すること。 

 



 簡易専用水道とは 

 

 

 都や市町村などの水道から供給される水だけを水源とし、水道からの水の供給を受

けるために設けられる水槽（一般的には受水槽）の有効容量※２の合計が 10㎥を超える

ものを「簡易専用水道」といいます。ただし、工場に設置しているなど、全く飲み水と

して使用しない場合は、簡易専用水道には該当しません。 

 

 有効容量が 10㎥以下の受水槽は「小規模貯水槽水道等」といい、その衛生管理は八

王子市条例で別に定められています（パンフレット「小規模貯水槽水道等の衛生管理」

をご覧ください）。 

 また、地下水（井戸水）や沢水などを受水槽にためて供給しているものは、簡易専

用水道ではありませんが、100人を超える居住者に供給する場合又は一日最大給水量が

20㎥を超える場合は、水道法で「専用水道」として別の規制を受けます。 

 

 

※１ 受水槽 

   給水管（水道管）からの水道水が、最初に入るのが受水槽です。 

   受水槽は、昭和 50年の建設省告示で、周囲と上下が容易に点検・管理できるもの（床置型受水

槽）を設置することが決められています。 

 

※２  有効容量 

 受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。 

  （上図参照） 



必要な衛生管理   【水道法で定められていること】 

 

１ 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検 

（法定検査）（水道法第３４条の２第２項） 
 

設置者は、毎年１回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関に依頼

して検査（有料）を受けなければいけません。この検査は、施設の衛生状態や図面・

書類などをチェックします。 

主な検査内容は次のとおりです。 

① 水槽等の外観検査：水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査 

② 書類検査：設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査 

③ 水質のチェック：給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査 

 

 設置者は、検査結果を速やかに保健所に報告してください(八王子市水道法施行細則

第 10条） 

 また、検査機関から、特に衛生上問題があるため保健所に報告するよう助言を受け

た場合は、直ちに施設を管轄する保健所に報告する必要があります。 

 なお、法定検査を受けないと罰則が適用されることがあります（水道法第 54条） 

 

 検査機関については、以下の環境省ホームページをご覧ください。 

https://www.env.go.jp/water/water_supply/suishitsu/02a.html 

 

2 衛生的な管理（水道法施行規則第５５条） 

 

設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接管理しない場合

でも、管理者を決め責任の所在を明確にして、次のような点について衛生管理を行っ

てください。 

（１） 貯水槽の清掃 

受水槽、高置水槽の清掃は、毎年１回以上、定期的に行ってください。 

（２） 施設の点検等 

    水槽の点検を行う等、有機物、汚水等によって水が汚染されるのを防止する

ために必要な措置※を講じなければいけません。 

 

※ 「水の汚染防止の必要な措置」として、八王子市では次ページの内容を「望ましい管理」として

指導しています。 



   望ましい管理    

 

簡易専用水道は多くの人が利用する施設です。八王子市は、設置者に水の安全を確

保するため、水道法等で定められている管理基準のほか、次のような管理を行うよう

指導しています。 

１ 施設の点検・整備 

有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、施設の点検を月１回

行いましょう。地震や大雨などがあった場合は、速やかに点検しましょう。 

また、点検で欠陥を発見したときは、速やかに改善・整備してください。 

主な点検内容は、次のとおりです。 

● 水槽周囲の整理整とん 

● 水槽の破損・亀裂の有無 

● マンホールの密閉・施錠 

● オーバーフロー管、通気管の防虫網の設置 

● 水槽内部の状態 

２ 水質検査の実施 

（１） 水の状況を確認 （毎日） 

水の安全を確認するために、透明なガラスコップに蛇口から

水道水をくみ、水の色、濁り、臭い、味をチェックしましょう。 

（２） 残留塩素の測定 （週１回） 

    専用の測定器により残留塩素の測定を行いましょう。残留塩

素が検出されなかったり、急激に低下した場合は、水が汚染さ

れている場合があります。 

水の状態に異常があった場合は、保健所に相談してください。 

（３） 水道法水質基準についての水質検査 （年１回） 

    年１回は水質検査を行い、安全を確認しましょう。 

    水質検査の項目 

    一般細菌、大腸菌、有機物{全有機炭素（TOC）の量}、 

    塩化物イオン、pH値、味、臭気、色度、濁度 

 

３ 図面・書類の保管 

施設の図面は常時保管し、点検記録、水質検査記録等の管理の記録は５年間保存し

ましょう。施設の図面や過去の管理記録があると、施設の改修や更新をする際に大変

役に立ちます。 



保健所への届出 

    

次の場合は、保健所へ届出をしてください（八王子市水道法施行細則第９条、第 

１０条）。 

 

● 簡易専用水道の給水を開始したとき(東京都水道局に届出を行った場合を除く）。 

● 簡易専用水道を変更又は廃止したとき(東京都水道局に届出を行った場合を除く）。 

● 毎年１回、国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関の検査を受検したとき(法定

検査の受検報告)。 

 

汚染事故が起きたとき 

 

水質に異常を認めたときや、給水された水により健康を害するおそれがあると分か

ったときは、次のような措置をとらなければいけません（水道法施行規則第５５条）。 

 

● 水質に異常を認めたときは、水質基準のうち必要な項目について水質検査を行う。 

● 給水された水により健康を害するおそれがあると分かったときは、直ちに給水を停止

し、関係者（使用者など）に周知する。 

 

 また、水質の異常のほか、事故が発生した場合は速やかに保健所に連絡し、その指

示に従ってください。事故の原因の除去、給水の再開等についても、保健所の指示に

従ってください。 

 

 

 



関連法規抜粋 

水道法 

(用語の定義) 

第三条第七項  この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水

道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものを

いう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 

(簡易専用水道) 

第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理し

なければならない。 

２ 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道によ

り供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期

に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければ

ならない。 

(検査の義務) 

第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求めら

れたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなけれ

ばならない。 

(改善の指示等) 

第三十六条第三項 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の国土交通省令

で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定

めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することが

できる。 

(給水停止命令) 

第三十七条 国土交通大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は

簡易専用水道の設置者が、前条第一項又は第三項の規定に基づく指示に従わない場合において、

給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事

項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第二

項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利

益を阻害すると認めるときも、同様とする。 

 (報告の徴収及び立入検査) 

第三十九条第三項 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認

めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当

該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、

その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。 

(罰則) 

第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す

る。 

十 第三十七条の規定による給水停止命令に違反した者 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 



八 第三十四条の二第二項の規定に違反した者 

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関して第五十二条から第五十三条の二まで又は第五十四条から第五十五条の二まで

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を

科する。 

水道法施行令 

(簡易専用水道の適用除外の基準) 

第二条 法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から

水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。 

水道法施行規則 

(管理基準) 

第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げる

ものとする。 

一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。 

二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる

こと。 

三 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、 

水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。 

四 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、 

その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 

(検査) 

第五十六条 法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。 

２ 検査の方法その他必要な事項については、国土交通大臣(簡易専用水道により供給される水の水

質の検査に関する事項については、環境大臣)が定めるところによるものとする。 

八王子市水道法施行細則 

(給水開始等の報告) 

第９条 法第３条第７項の簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したとき

は、速やかに簡易専用水道給水開始報告書（第 14 号様式）により市長に報告するものとする。

ただし、簡易専用水道の設置者が東京都給水条例（昭和 33 年東京都条例第 41 号）第 33 条の４

第１項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。 

２ 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、

又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告事項変更（廃止）報告

書（第 15 号様式）により、市長に報告するものとする。ただし、簡易専用水道の設置者が東京

都給水条例第 33 条の４第２項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。 

 (受検等の報告) 

第 10条 簡易専用水道の設置者は、法第 34条の２第２項の規定により、簡易専用水道の管理につ

いて国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道

受検報告書（第 16号様式）により、市長に報告するものとする。 

２ 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとし

て、市長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、市長に報告するものとする。 



 ― ト ピ ッ ク ス ― 
 

☆夏場の管理について 
   夏期は気温が高く、水が貯水槽にたまっている間に消毒用の残留塩素が消失しやすくなりま
す。残留塩素がなくなると水中で微生物が繁殖し、事故の原因となることがあります。普段から

残留塩素の濃度を確認し、万が一、蛇口から取った水の残留塩素濃度が 0.1mg/L未満であっ

た場合はすぐに対応が必要となります。 

 

☆災害時における貯水槽水道の活用の注意点 

   貯水槽水道は、本来の役割に加えて、災害時など緊急に水を供給する場合に大きな役割 

を果たします。 

災害時における貯水槽水道の活用の注意点を記しますので、今後の参考にしてください。 

 

① 貯水槽を使用するときは、水抜き管又は使用可能な貯水槽付近の蛇口から採水しましょう。 

   貯水槽内にホースやバケツを入れてしまうと、ホース等の汚れにより飲用に利用できなく 

なります。 

 

② 高置水槽の水は、停電時でも活用できます。 

施設の屋上など高い位置にある貯水槽は、汚染がなければそのまま利用できます。 

ただし、災害時に施設内水栓が開いたままですと、水槽内の水はすぐなくなってしまいます。 

特に洗濯機に接続しているホースが外れて漏水していないことを確認する必要があります。 

 

③ 使用前には、色、にごり、におい、味を調べ、残留塩素濃度を確認しましょう。 

   水槽の水を取ったら、まず、色、にごり、におい、味に問題のないことを確認してください。 

残留塩素測定器を持っている場合は、残留塩素濃度が 0.1m/L以上あることも確認してく 

ださい。 
 

 

 

問合せ先 
 

簡易専用水道の衛生管理について、詳しくは保健所へお問合せください。 
 

八王子市保健所   

生活衛生課 環境衛生担当 
〒192-0046 

八王子市明神町 3丁目 19番 2号 

東京たま未来メッセ 

庁舎・会議室棟 5階 

TEL  042-645-5142 

FAX  042-644-9100 

 


